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県指定文化財の新規指定及び指定解除について 
 

山梨県（知事：長崎幸太郎）は、山梨県文化財保護審議会から「県指定相当及び指定解除

相当」として答申された次の文化財について、県指定文化財への新規指定及び指定解除とす

ることを決定しました。今後、県公報に告示を行う予定で、告示日から指定の効力が生じま

す。 

なお、今回の指定及び解除により県指定文化財は合計５４０件となります。 

新規指定された文化財の詳細については、別添資料を参考にしてください。 

 

【新規指定 3件】 

１ 県指定有形文化財（彫刻） 1件 
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・所在地 身延町下山 2271（山梨県立博物館寄託） 

・所有者 宗教法人 長栄山
ちょうえいざん

 本国寺
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２ 県指定有形文化財（考古資料） 2件 
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・所在地 甲府市岩窪町 261-1 

・所有者 甲府市 

和歌刻書
わかこくしょ

土器
ど き

 一点 

・所在地 甲州市塩山上於曽 1085-1 

・所有者 甲州市 

 

 
 
 
 
 

【指定解除 1件】 

１ 県指定天然記念物 1件 
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・解除の理由 対象木枯死のため 

Press Release 

  令和７年１０月２４日 

  山梨県観光文化・スポーツ部文化振興・文化財課 

  課長 井筒 慎太郎 

電話  ０５５－２２３－１７９２ (内線：８５００) 

「暗文絵画土器」及び「和歌刻書土器」については、県指定を記念して以下の日程で展示を行う予定です。 

令和 7 年 11 月  4 日（火）～11 月 13 日（木）  山梨県デザインセンター 

令和 7 年 11 月 14 日（金）～11 月 28 日（金）  甲州市役所 本庁舎ロビー 

令和 7 年 12 月  9 日（火）～12 月 21 日（日）  藤村記念館 

令和 8 年  1 月 2 日（金）～ 1 月 25 日（日）  山梨県立考古博物館 



附四菩薩立像 

（身延町教育委員会提供） 

木造釈迦如来坐像 

（身延町教育委員会提供） 

山梨県指定文化財の指定について（木造釈迦如来坐像 一軀 附四菩薩立像 四軀） 

 

作   者  不明 

時   代  鎌倉時代 

法   量  像高 41.5ｃｍ 

概   要 

 

（木造釈迦如来坐像） 

本像は、身延町下山の本国寺に寺宝として伝わる木造の

坐像である。説法印を結んで結跏趺坐する姿が表現されて

おり、目に玉眼を嵌入する。 

本像の伝来について、『甲斐国志』や南北朝期などの資料

から、本国寺の開基は下山郷の地頭であり甲斐源氏秋山光

朝の流れを汲む下山光基で、光基の次代とみられる光長に

より永仁年間（1293〜99）に造立され、身延山二世日向に

より開眼供養が行われた可能性が高い。 

表現をみると、衣の薄く柔らかで襞の彫りも浅く、全体

的に穏やかさを増した点など、本像は鎌倉時代後半から末

期頃の様式を示している。 

かつては本国寺本堂左脇壇の厨子内に配置され、四菩薩

立像が脇待として従っていたが、現在は本像のみ山梨県立

博物館へ寄託されている。 

 

（附四菩薩立像） 

像高約 45 ㎝、江戸時代の作。四菩薩を脇待とする釈迦如

来像を一尊四士像といい、日蓮宗特有の尊像である。 

 

 指 定 理 由 

日蓮宗の仏像は他宗と異なる尊像が多いが、制作が鎌倉時代まで遡る作例はごく少な

く、本像は日蓮宗の仏像の初期作例として全国的にも希少な作例である。また、身延山

創建期の信仰資料の殆どが火災で失われた中で、本像は県内の鎌倉時代の日蓮宗信仰を

具体的に示す貴重な遺例である。 



山梨県指定文化財の指定について（暗文絵画土器 １点） 

作   者  不明 

時   代  平安時代（９世紀前半） 

法   量  直径 16.2 センチ、現高 3.1 センチ 

概   要 

 本資料は、甲府市川田町に所在す

る外中代遺跡から出土したもので

ある。 

 当該資料は、外中代遺跡の２１号

住居跡から発見され、住居内からは

平安時代（９世紀）に属する遺物の

みが出土している。この土器は、須

恵器の坏を模倣した土師器の坏蓋

で、蓋の頂部にある擬宝珠形つまみ

は欠損している。坏の内側に放射状

暗文を多く施すことが、８世紀後半

から９世紀の甲斐型土器の特徴で

ある。土器の型式学的特徴と出土状

況ともに９世紀の所産であること

に矛盾しない。 

 本資料の最も特徴的である絵画

は、蓋が成形された後、蓋の内側にナデ整形をして、乾燥後、ヘラで擦るようにして描く「暗

文技法」という手法で描かれている。絵画は、蓋の内側全面に描かれ、中央の花弁状の模様

の周りを鳥及び魚状の文様が９点、左向き左回りに描かれる。嘴があり明らかに鳥と認めら

れるもの７点、魚ではないかと思われるもの２点という構成である。 

 これらの絵画は、鵜飼の様子を描いた可能性は極めて高いと思われる。その理由としては、

外中代遺跡の周辺遺跡は、古代甲斐国の国家的な土器生産工房等の重要地点とされ、当時の

国司や郡司などが集まり、鵜飼を遊覧する都の遊興・祭祀が持ち込まれた可能性が想定でき

ることにある。また、鵜飼の歴史は古く、５〜６世紀の段階で鵜飼があったとする説があり、

さらに万葉集のなかに鵜飼を詠んだ歌があり、奈良時代には確実に鵜飼はあったものと考え

られる。 

  

指 定 理 由 

 本資料は、平安時代初期の絵画が描かれた土器として、また、当時の「鵜飼」の鮎漁活

動や祭祀を示す可能性があり、高い評価が与えられる。 

 有形文化財（考古資料）として学術的価値が高く、古代絵画資料としても貴重である。 

（甲府市教育委員会提供） 



山梨県指定文化財の指定について（和歌刻書土器 一点） 

作   者  不明 

時   代  平安時代（10 世紀中葉） 

法   量  口径 11.7 センチ 底径

6.0 センチ 器高 2.6 セン

チ 口縁一部欠損 

概   要 

 和歌刻書土器は、甲州市塩山熊野に所在

するケカチ遺跡から発見されたものであ

る。 

 ケカチ遺跡のほぼ中央で検出された大

型の竪穴建物「SI22」から出土しており、

当該資料は、竪穴建物の埋没過程の中で堆

積した土の中から見つかった。これは、建

物が廃絶して、時間が経過してから投棄さ

れたことを示している。 

 本資料は、焼成前の生乾きの甲斐型土器

の皿に、31 文字から成る和歌一首をヘラ状工

具で刻書してから焼成したものである。本資料の技法的・形態的な特徴から甲斐型土器の終

焉段階と位置付けられており、その年代は、１０世紀中葉とされる。 

 刻書されている和歌は解読案が２案あるが、いずれも男女の別離に際して男が女に贈った

歌であることは共通する。当時の文学作品には、地方へ赴任した国司が都へ帰る際に送別の

宴で和歌を詠んだ事例が見られ、なかには地方に残る側の人を女に見立てて、国司が男の立

場で別離の情を詠んだものも少なくない。この和歌も同様に国司から在地の豪族に賜与され

たものの可能性がある。 

刻書されている仮名字体は、10 世紀の資料と共通する古体をさまざまな点でとどめると

され、土器の 10 世紀中葉という年代観とも一致する。和歌の表記に用いられる仮名の体系

は、『古今和歌集』が編纂された 905 年ごろに成立したと考えられており、本資料は、都で

成立して間もない仮名が、地方の甲斐国で和歌の表記に用いられたことを示す稀有な事例で

ある。 

 

 指 定 理 由 

有形文化財（考古資料）としての学術的価値に加え、出土文字資料としても、平安時代の

文化（いわゆる国風文化）に関する多分野の基準資料として極めて貴重である。 

 

（甲州市教育委員会提供） 


